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 スマートメーター情報や航空画像・衛星画像 AI分析による再エネ利用促進の検討 

4.2.1 スマートメーター情報 

 再エネを促進するうえで、スマートメーター情報をはじめとする電力データの活用が注

目されており、データの整備やルール形成が進められている。本項では、電力データ活用検

討委員会におけるデータ利活用に関する検討の状況と、REPOSにおける活用の方向性につい

て記載する。 

 

（１） 一般送配電事業者等における検討状況の調査結果 

 電力データ活用検討委員会では、電力データ活用に係る実務課題について、専門的な知見

を有する有識者、データ提供者（一般送配電事業者）及びデータ利用者による検討・議論を

継続的に実施してきた。 

１） 認定協会の設立方針 

電力データ活用に係る費用の扱いについては、「災害対応のための自治体等へのデータ提

供については電気事業として実施」という考えのもと、災害対応時に必要となるデータを抽

出・作成するためのシステム構築に係る費用は、託送原価にて賄う。災害対応時以外の、社

会的課題解決等のためのデータ活用に係る費用は、受益者負担の原則に基づき、データの利

用者が負担する。なお、将来的に公益性が認められるサービスが具体化した場合には、上記

の整理が変更となる可能性がある。 

設立に向けた検討主体については、認定協会の費用負担の在り方について「受益者負担

（情報提供先の負担）を原則」とする旨が整理されたことを受け、データ利用者が主体とな

って認定協会の設立検討が進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第７回電力データ活用委員会資料,資源エネルギー庁  

図 4.2-1 認定協会制度 
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２） 提供される電力データ 

 個人データについては以下のような検討が進められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第４回電力データ活用委員会資料,資源エネルギー庁  

 

統計データのうち託送業務のために作成されるデータについては、現在、資源エネルギ

ー庁と一般送配電事業者 10社の間で検討中であり、未確定だが、認定協会の検討にかか

る参考情報として資源エネルギー庁より提供を受けた案を図 4.2-3に示す。なお、実際に

作成される統計の種類や、一般のデータ利用者に提供される範囲については、本年度中を

目途として行われるシステム統計の検討後に確定する見込みである。 

図 4.2-2 個人データの標準仕様項目（ドラフト案） 
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出典：第７回電力データ活用委員会資料,資源エネルギー庁  

 

 

特別高圧・高圧（大規模ビル・工場等）、低圧（一般家庭、小規模事務所・店舗・工場

等）では、需要密度やデータ特性が異なることや、組合わせ・秘匿措置に係る手間・コス

トを軽減する観点を踏まえ、電圧ごとに集計表を作成し、図 4.2-4のとおり整理する方向

で検討が進められている。 

  

図 4.2-3 託送業務のために作成される統計データ（検討中・案） 
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出典：第３回電力データ活用委員会資料,資源エネルギー庁 

 

３） 電力データ活用のスキーム 

 個人データは、本人の同意、eKYC 等による本人性の確認及び契約との紐づけが揃った場

合に利用可能となる見込みである。eKYC を用いた本人確認や委任状の内容確認は、希望す

るデータ利用会員にかかる業務は認定協会が取りまとめて実施し、費用は当該サービスの

利用者が負担する方針とする。なお、データ利用会員にて本人確認済みの情報を電力データ

利用同意において流用可能な場合は、認定協会としての本人確認は省略できるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第８回電力データ活用委員会資料,資源エネルギー庁  

 

図 4.2-4 統計データの集計方法について 

図 4.2-5 個人データのスキーム 
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標準統計は、一般送配電事業者が整備を進めている「災害等緊急時用のシステム」で形

成される全国の「標準統計データ」を認定協会が提供し、認定協会が販売主体となって、

データ利用会員が使いやすい形で契約・提供することを想定している。また、一般送配電

事業者のシステム保有期間は３年間であるが、より長期間のデータを使いたいという利用

者ニーズもあることから、認定協会では、採算の取れる範囲内で長期間保持していくこと

を今後検討することになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第８回電力データ活用委員会資料,資源エネルギー庁 

 

 データ利用者が指定する仕様に基づくオーダーメイド統計についても、認定協会に依頼

すれば実現するような仕組みについて実現性の確認を進めており、引き続き関係者との調

整を進めることとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第８回電力データ活用委員会資料,資源エネルギー庁 

図 4.2-6 標準統計データのスキーム 

図 4.2-7 オーダーメイド統計データのスキーム 
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４） 電力データの利用料 

 認定協会設立準備 WG参加各社の利用計画及び受容性のある利用条件（赤文字）に基づき

収支想定した結果、５年程度で累積 CF の黒字化が視野に入ることが確認された。ただし、

一般社団法人は配当や利息が設定できないため、初期資金を賄う資金が不十分であるとい

った課題が残る。また、インセンティブ設計として、青文字の条件を設定する方向で今後詳

細検討が行われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第７回電力データ活用委員会資料,資源エネルギー庁 

 

 長期利用や大口利用に対する割引と併せて、基金拠出者に対する優遇価格を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：第８回電力データ活用委員会資料,資源エネルギー庁 

図 4.2-8 事業性の成立が見込まれる電力データの利用条件（仮） 

図 4.2-9 統計データのディスカウント 
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５） 今後のスケジュール 

 現時点での想定スケジュールは、2022 年度に認定協会が設立された後、システム整備が

行われ、2023年度より標準仕様にもとづくデータ提供が開始される。2022年度は暫定対応

によるデータ提供となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第７回電力データ活用委員会資料,資源エネルギー庁 

 

認定協会設立までのプロセスとして、まずは電力データの利用者と基金拠出者の募集が

なされ、必要な基金に目処が付き次第、設立の準備に取り掛かる想定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第８回電力データ活用委員会資料,資源エネルギー庁   

図 4.2-10 認定協会設立に向けた想定スケジュール（案） 

図 4.2-11 認定協会設立までの今後のプロセス（案） 
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６） 再生可能エネルギー利用促進において想定される課題 

再エネ利用促進において電力データを活用するにあたり、想定される主な課題は「統計デ

ータの秘匿化処置」、「統計データの利用条件」、「統計データの提供価格」、「統計データの責

任範囲」、「提供可能なデータ期間」の５つに整理される。 

「統計データの秘匿化処置」についてだが、電力データについては、電力データ活用検討

委員会で定められるルールに則って秘匿化措置を行う必要がある。ルールについては今後

認定協会ルールとして整理される予定だが、現在想定されているものは下記のとおりであ

る。 

✓ エリアごと・属性項目ごとの集計値に対応する計器数が、閾値（低圧：エリア＝10、

属性項目＝３、高圧・特別高圧：エリア・属性項目＝３）を下回る場合（ゼロを除く）

に秘匿措置を講じる 

✓ 「個票値が集計値全体の 50%以上を占領していないこと」等、線量率についても考慮

する 

✓ ただし、計器数のように、現地での目視で判別・推定が可能な程度の内容や、国勢調

査との対比において同等とみなされる内容については、秘匿措置不要としたい。また、

通電情報は、電気の使用量ではなく一般送配電事業者の設備の状態を表すものであ

ることから、秘匿措置不要としたい。 

 所定の閾値を下回る場合の秘匿措置の処理方法として、「合算」、「非表示」の２案が考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第３回電力データ活用委員会資料,資源エネルギー庁 

 

「統計データの利用条件」については、REPOSへ提供する各データ項目について、公開範

囲や使用用途等、利用条件を設定する必要がある。設定した利用条件について、ユーザに対

図 4.2-12 秘匿措置の処理方法 
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しどのようにして合意を取得するか、REPOSが目指す方向性も踏まえ、検討する必要がある

と考える。 

「統計データの提供価格」については、認定協会から徴収される電力データの利用料や、

オーダーメイド統計にかかる費用、分析やロジック開発にかかる費用、データ提供に必要な

環境整備費用等を踏まえ、データの提供価格を定める必要があると考える。価格の決定にあ

たっては、データの公開範囲等、データの利用条件もあわせて検討する必要があると考える。 

「統計データの責任範囲」については、提供する統計データに対して負う責任範囲に関し

て定める必要があると考える。データの責任範囲については、利用条件と提供価格もあわせ

て検討する必要があると考える。 

「提供可能なデータ期間」については、REPOSへ提供する各データのデータ期間、提供タ

イミングについて、認定協会での検討結果を踏まえて整理する必要があると考える。特に過

去分データについて、どの時点まで遡って利用することが可能か、一般送配電事業者によっ

て異なることも想定されるため、制約条件の有無について確認が必要である。 

 

（２） 次世代 REPOSにおける電力データ活用 

１） 次世代 REPOSにおける電力データ活用ユースケース 

次世代 REPOSで検討されている機能のうち、計画策定・現状確認の範囲が電力データの貢

献可能な領域と考える。なお、データ項目については、「2022年度時点で活用できる可能性

が高いデータ」と、未検証あるいは一般送配電事業者側との調整が必要であり 2022年度時

点では提供が難しいが、「将来的に活用を検討しているデータ」の２種類に分類している。 

「地域における電力/熱需要・再エネ供給実績確認」では、電力データの特徴である、市

町村別等の任意の粒度、30 分値等の細かな時間単位でのデータ活用を生かした、活用可能

エリアの電力データの月単位での表示を検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 4.2-13 「地域における電力/熱需要・再エネ供給実績確認」における活用 
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「電力/熱需要・再エネ供給実績確認」においては、按分値ではなく実データを提供し、

ユーザが按分値の算定や実データ把握にかけていたコストの軽減につながると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域における再エネ種別導入目標の設定」においては、FIT・非 FITに関わらず、系統

接続されている設備の電力データの表示を検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-14 「電力/熱需要・再エネ供給実績確認」における活用 

図 4.2-15 「地域における再エネ種別導入目標の設定」における活用（1/2） 

図 4.2-17 「地域における再エネ種別導入目標の設定」における活用（2/2） 
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 「促進区域設定・再エネ設備導入事業計画」及び「導入実績確認」においては、直近はメ

ッシュ単位でのデータ提供とし、ポイントデータの活用は今後検討を進める必要があると

考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-17 「促進区域設定・再エネ設備導入事業計画」における活用 

図 4.2-18 「導入実績確認」における活用（1/2） 

図 4.2-19 「導入実績確認」における活用（2/2） 
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電力データは、更なる検証や分析ノウハウを蓄積することにより、今後活用できるデータ

項目を拡大していくことができると考えている。将来的には、景気・暦・気象等の外部影響

を補正した使用電力量である使用電力量補正分析値や、系統空き状況、フリーハンド機能へ

対応するためのポイントデータ等の活用ができないか、今後検討を行う必要があると考え

る。 

 

２） 電力データ提供のスキーム 

 本年度業務では、「再エネ導入計画策定支援機能」及び「再エネ導入実績確認機能」を REPOS

における電力データ活用のユースケース案として机上整理を実施した。2022 年度は、これ

らのユースケース等を軸に、２自治体程度を実証フィールドとして、電力データ活用の有用

性検証を行い、次世代 REPOS (Pre-Site/Full-Site）への電力データ搭載内容の見極め、デ

ータ連携方法等を整理することを想定している。 

 

３） 自治体や事業者所有データの具体的な共有モデルの検討 

データ提供方式については、Pre-Site 向けには、ファイル共有システム等を用いた手交

によるデータ提供、Full-Site向けには、API連携によるデータ提供を想定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-20 データ提供形式 
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REPOSを通してユーザへ電力データを提供するスキームを想定しており、REPOSにおける

電力データの利用条件については、今後認定協会の設立準備が進められる中で、認定協会が

REPOSへのデータ提供者に対して設定する利用条件を踏まえて検討を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPOSとデータ提供者間、REPOSとユーザ間の利用条件について、使用目的・閲覧者・公

開範囲・ダウンロード・第三者への提供・監督責任等が課題になり得ると考えられる。これ

らの利用条件に関しては、データ提供者と REPOS運営主体の間での協議、ユーザへのニーズ

の聞き取り等を踏まえ、今後検討を行う必要があると考える。 

 

  

図 4.2-21 データ提供のスキーム図 
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4.2.2 航空画像・衛星画像 AI分析 

（１） データ活用 

航空画像・衛星画像 AI分析による太陽光発電ポテンシャル調査については、本年度別業

務の中で検討が行われており、本項においては、検討の概要及び REPOSへの搭載イメージに

ついて記載する。 

2030年に、太陽光パネルの設置が可能な公共施設の 50％への設置を実現することが目標

として掲げられている。航空画像・衛星画像 AI分析に関する調査業務は、自治体によるこ

の目標の達成を、情報面から支援することを目的としている。 

本業務では、航空画像と衛星画像を AI技術により分析することで、太陽光の位置情報や

導入ポテンシャル情報を整備している。本年度行った整備の一つに、公共施設の位置・形状・

区分情報の把握とこれらの情報の地図上への反映がある（図 4.2-22）。また、太陽光パネル

の位置について、ポイントデータでの把握を行った（図 4.2-23）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 4.2-22 公共施設の位置情報・施設区分情報の把握 
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（２） REPOSへの搭載方法の検討 

航空画像・衛星画像 AI分析の結果は現行 REPOSに搭載し、太陽光発電パネルの設置状況

や導入ポテンシャル情報を地図・地図上のポップアップ・表形式にて提供する。現行 REPOS

への搭載イメージを図 4.2-24に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-23 太陽光パネル把握結果 

図 4.2-24  REPOSへの搭載イメージ 
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4.2.3 スマートメーター情報と航空画像・衛星画像 AI分析の比較 

 スマートメーター情報と航空画像・衛星画像 AI分析は、どちらも太陽光発電設備の導

入実績の確認に活用できるが、取得情報種や頻度等に違いがある。 

スマートメーター情報は、発電量実績やそれに紐づく CO2削減量等が取得でき、データ

も全国的に 30分単位で取得することが可能であることがメリットである。デメリットと

しては、対象が電力需給契約に基づくため系統接続されていない設備は対象外であるこ

と、個人情報保護の観点からメッシュ内の設備数が限られる場合には情報取得ができない

こと等がある。 

航空画像・衛星画像 AIのメリットとしては、建物の形状や位置も把握できることで、

導入ポテンシャルの把握も行えること、個人情報を付与しない場合は細かいメッシュでも

情報取得が可能であることである。一方、デメリットとして、粒度や精度、更新頻度が、

航空画像・衛星画像の画質や撮影時期に左右されることが挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

次世代 REPOSでは、これまでの検討・整備を引き継ぎつつ、両技術の特長を生かし、双

方に情報を補完しあいながら充実した情報提供を行えるよう、具体的な情報提供方法や役

割分担を検討することが求められる。 

 

図 4.2-25 スマートメーター情報と航空画像・衛星画像 AI分析の比較 


